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1. 背景、経緯 

1-1 背景 

 アルゼンチン、ボリビア、パラグアイ及びウルグアイを含む南米南部地域の国では、畜

産業は基幹産業である。近年、メルコスール（南米南部共同市場）による経済統合が進む

中、これらの国々の家畜生体や畜産物の流通が一層盛んになり、各国の経済に与える影響

は大きくなっている（例えば、ウルグアイ 2003 年の牛肉輸出額は約 3億ドルに達し、牛肉

生産量の約６割を輸出に向ける輸出依存型の構造となっている（畜産産業振興機構 HP よ

り））。 

 この様な中、家畜疾病が発生した場合、畜産物の流通が制限されるなどの事態が生じ、

経済的な損失が問題となっている。特に越境性疾病は国境を封鎖しても空気感染によって

伝染することもあり、それらは重篤に至るものが多い。ウルグアイ（2001 年 4 月発生）、ア

ルゼンチン（2001 年 3 月、2003 年 9 月発生）、パラグアイ（2002 年 9 月）で発生した口蹄

疫では、それぞれの国からの輸出が全て停止されるなど、国際市場を一時的に失うなどの

影響を受けている。 

 かかる状況下、南米南部国家間で共通して発生する疾病及び越境性疾病に対しては国を

越えた共同の取り組みが求められている。 

 

1-2 経緯 

 上記課題に関し、国際協力機構（以下「JICA」と記す）は、今まで基礎調査（2002 年 10

月）、第一次事前評価調査（2003 年 12 月）を実施した。 

 

今までの調査とその結果 

●基礎調査（2002 年 10 月） 

 南米のこのような状況を踏まえ、2002 年 10 月に JICA は基礎調査団を派遣し、南米

のアルゼンチン国、ボリビア国、パラグアイ国及びウルグアイ国を対象に、家畜衛生状

況や家畜疾病防除に対するニーズを把握するとともに、上記 4ヵ国間の連携の可能性を

調査し、家畜疾病防除に係る広域技術協力実施の検討に必要な基礎的情報の収集を行っ

た。その結果、 

 ①上記 4ヵ国で家畜疾病に係る取り組みが優先課題となっていること 

 ②広域的な取り組みに積極的であること 

 ③その協力の実施を念頭に置いた場合、我が国が 1989 年以来協力してきたアルゼン

チン国のラ・プラタ大学獣医学部は、広域協力の拠点として十分な技術力と経験及

び意思を有していることが明らかになった。 

●正式要請 

 以上の結果と、さらにラ･プラタ大学獣医学部によるアルゼンチン国周辺国の独自調

査結果を受けて、アルゼンチン国は、広域協力「南米地域における家畜疾病防除計画」

を正式に要請してきた。 

●第一次事前評価調査（2003 年 10 月） 

 JICA はこの要請を受け、2003 年 12 月に関係者との協議及び現地調査を通じてプロジ

ェクトの妥当性を確認し、事前評価を実施することを目的とした、第一次事前評価調査

団を派遣した。第一次事前評価調査では、収集した情報及び現地調査に基づいてプロジ
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ェクトの基本計画に係る検討を行い、プロジェクトの計画、PDM 等のプロジェクト計画

原案の策定に関する説明を行い、さらに上記 4ヵ国で取り組む疾病の優先順位や具体的

な活動内容を絞り込むよう、各国の案件窓口機関（プロジェクト開始後は、プロジェク

トのカウターパート機関として想定）に依頼を行った。＊詳細は、「第一次事前評価調

査報告書」参照 

 

 その後、第一次事前評価調査の結果を受けて、当該 4 ヵ国では、複数回のワークショッ

プを開催して、問題の分析、対象とする疾病の抽出、具体的なプロジェクト計画書案の検

討を重ねていった。 

 

●各国における現状調査／ワークショップ（2004 年 4 月～6月） 

 各国で追加的現状調査を行い、情報を収集するとともに、ワークショップを開催し

て、問題分析等を行った。 

●家畜疾病防除計画プロジェクト全体ワークショップ（2004 年 8 月） 

 各国別プロジェクトの骨子案、プロジェクトの実施計画案を策定した。また、プロ

ジェクトのコーディネーターの選定を行った。 

 

2. 事前評価調査の実施 

2-1 調査目的 

 事前評価調査（第一次）の結果を受け、JICA アルゼンチン事務所及びアルゼンチン国ラ･

プラタ大学が主体となり、関係 4 ヵ国別のプロジェクト計画書案を策定するための追加調

査の実施、ワークショップ開催、関係者協議を行った。この結果、今般、それぞれの国別

プロジェクト計画書（第一次案）が提出された。 

 そこで、関係者との協議を行い、具体的なプロジェクトの骨格を決定することを目的に、

第二次事前評価調査を実施する。なお、調査を通じて決定されたプロジェクトの骨格は、

現地調査 終日において合意文書（M/M）として署名されるとともに、プロジェクト開始の

プロジェクトの実施協議議事録（R/D）の原型とする。 

 

2-2 調査団員 

 調査団員、所属、派遣期間は以下のとおり。 

 分野 氏名 所属 期間 

1 団長・総括 高田 宏仁 JICA 農村開発部 第二グループ 

畑作地帯第一チーム長 

2004.10.03– 

2004.10.16 

2 家畜疾病防除 小野 憲一郎 東京大学 大学院農学生命科学

研究科 獣医臨床病理学講座 

教授 

2004.10.03– 

2004.10.16 

3 協力計画 野口 伸一 JICA 農村開発部 第二グループ 

 第二チーム 職員 

2004.10.03–

2004.10.16 

4 計画分析 渡邉 淳子 元アルゼンチン JICA 企画調査

員 

2004.09.27–

2004.10.15 
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2-3 調査日程 

 2004 年 9 月 27 日～2004 年 10 月 16 日 （詳細日程は付属資料参照） 

 

3. 調査結果 

3-1 調査の概要 

 関係 4各国関係者の参加を得て、ワークショップを実施するとともに、ラ･プラタ大学関

係者と協議を実施した。その結果、ボリビア、パラグアイ、ウルグアイ各国における重要

疾病や活動計画を明確にした上で、各国別 PDM、全体 PDM を作成した。 

 また、アルゼンチンと締結する R/D（討議議事録）、他 3 ヵ国と締結する広域協力のミニ

ッツの内容についても、説明を行った結果、関係者の合意が得られた。 

 以上について、とりまとめを行い、今般、第二次事前評価調査に関するミニッツとして

署名を行った（付属資料参照）。 

 なお、プロジェクト名称については、各国大学獣医学部をはじめとする家畜衛生関係者

の人材育成がプロジェクトの中心課題であるとの点から、「人材育成」を第一のキーワード

としたものに変更することが望ましいと考える。また、その人材育成が対象域内において、

広域協力の枠組みを活用して実施されることに鑑み、「広域協力を通じた」という表現を用

い、“広域協力を通じた南米南部家畜衛生改善のための人材育成”プロジェクト（案）とし

た。 

 

3-2 当該セクターの問題点、課題 

 本事前評価調査を実施する際、収集した追加情報を基に、問題分析、課題の絞込みを行

った。本項では、これらの問題分析、課題の絞込み結果を、整理する。 

 

3-2-1 南米南部地域における当該セクターの問題点、課題 

（1）問題分析 

Q. 中心問題は何であろうか。 

A. （第一次事前評価調査で実施した関係者ワークショップの問題系図及び関係者の聞

き取りの結果）対象国の基幹産業である畜産業における中心問題は、「現状では域内の共

通疾病を減らすことができない」ことである。家畜の疾病が発生した場合、輸出が禁止

され、家畜を処分する事態になる。国家として、また生産業者として、これによって大

きな経済的損失が発生する。 

 

Q. では、この共通疾病対策における問題点は何があるだろうか。 

A. いくつかの要因が存在する。 

 家畜疾病診断技術、伝染病予防技術は、国ごとにレベルの差がある。 

 国境をまたがって疾病が発生すると、国家間で責任を押しつけあっている

状況がある（犯人国探しとなり、本質的な解決に至らない）。 

 疾病の監視は、自国の領域内にとどまっている。 

 それぞれの国では、自分の国の疾病診断技術がどの程度のレベルであるか

を認識していない。 
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 疾病が発生した場合、それを公表するという意識がない。 

 隣の国がどういう状況であるの判らない。 

 

Q. これら問題を引き起こす主要な課題は、どの様に整理されるのか。 

A. 以下の 4つの課題に整理される。 

   課題①：域内各国で行われている診断が適切でない 

   課題②：域内各国で適切な予防が行われていない 

   課題③：域内各国で適切な治療が行われていない 

   課題④：域内の疾病をコントロールする（減らす）ための基準・制度がない 

       （補足＊域内共通の疾病＝地域を成す国々を移動する可能性のある疾病）

 

Q. これら課題に対応することで、どの様な効果が期待できるのであろうか。 

A.  ①対象国の家畜の疾病が減る、②国境を越えた病気の進入の危険性が減る 

        ↓（その結果） 

   ①国内販売が増える、②輸出量が増える 

        ↓（その結果） 

   ①国家の経済的損失が縮小する、②生産者の収益が拡大する 

 

 

 実際の問題は複合的な要因により発生しているため、上述の様に一直線で問題が解決さ

れるとは言い難く、また、成果が発現するためには、十分な時間や資源が必要であるとも

言える。しかし、これらの問題点に対処することで、当該セクターの発展が大いに期待で

きると考えられる。 

 

（2）中心課題解決のためのプロジェクト目標となりうる課題の絞込み 

 上述の主要な 4 つの課題である「課題①：域内各国で行われている診断が適切でない」、

「課題②：域内各国で適切な予防が行われていない」、「課題③：域内各国で適切な治療が

行われていない」、「課題④：域内の疾病をコントロールする（減らす）ための基準・制度

がない」について、これらの関係をさらに掘り下げて分析してみると以下のとおりになる。 

 

Q. 4 つの主要課題はどの様な関係にあるのか。 

A. 疾病対策の 初の取り掛かりは、まず病気が特定できる（その病気は何かを知る）

ことである。具体的には、現場レベルでは、まずそれが何か重大な疾病であると認識で

き、その情報が機関に知らされ、検査機関レベルでは、その疾病がいったい何病かが分

かる、という流れが見られなければならない。言い換えれば、疾病の「診断」によって

病気が特定できることが疾病対策の 初のステップとも言える。「診断」ができて、その

後に「予防」、「治療」、「基準・制度」の段階に移る。 

 

Q. では、現在、疾病診断に必要な獣医師、検査技師はどういった状況にあるのか。 

A. 以下の状況にあると考えている。 
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① 獣医師が疾病に直面したとき、その病気が深刻なものかどうかも判断できな

い。そのため、中央（機関）に連絡が遅れる／知らされないため、時間を要

し、被害が深刻化することがある。 

② ラボや臨床の技師が統一のあるレベルに達していない。そのため信頼のある

試験結果が得られにくい。 

③ 獣医師は自分の知識以上の判断ができない。また、自分の知識の範囲／限界

を認識する機会がない。 

④ 大学卒業後に獣医師となってから、研鑽する機会が全くない。 

⑤ 情報が現場へ伝えられていない。そのため、現場の獣医師は自国で何が発生

しているのか知らない・判らない。 

 

Q. この状況から何が分かり、求められているのだろうか。 

A. 以下のことが分かる。 

① 疾病拡大をどの程度まで抑えられるのかは、疾病診断の初動の部分を担う現

場の獣医師の能力と判断に拠っていると言える。ただし、現在の現場の獣医

師の知識レベル、情報蓄積量を考えると、そこまでの役割を期待するのは難

しい状況である。 

② ラボや臨床の技師による検査の信頼性アップが求められている。 

③ 獣医師は自分の知識レベルを認識し、何が不足しているのかを認識する機会

を得ることが必要である。 

④ 大学卒業後に獣医師となってから、研鑽する機会が全くない。→（再研修の

実施など、ブラッシュアップコース、Refresher コースなどの設置が必要） 

⑤ 情報が現場へ伝えられる仕組み、システムを見直す必要がある。 

 

Q. これらの分析から言えることは何か。 

A. 集約すると、以下の 2点が抽出される。 

① 「獣医師の診断技術の改善（向上）」が全ての基盤をなすものとして、これを

中心課題としてとらえることができる。 

② また、家畜衛生の情報がキチント伝わるシステムの構築も求められる。 

 

 

 なお、本分野では、日本以外の支援各国（開発ドナー）も支援を行っているが、その多

くは中央政府に対する政策的支援が中心である。疾病発生時には、ワクチンを投与するな

どの支援を行うケースが見られるが、対症療法的な対応が多いと言える。当該国の家畜疾

病対策の現場レベルの業務を担う獣医師や、試験機関のスタッフに対する能力向上につい

ての支援各国の今での協力実績は少ないと言える。 

 

 

3-2-2 各国別獣医学研究状況 

 本項では、各国別の獣医学研究の状況、課題を整理する。 
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（1）アルゼンチンにおける獣医学研究 

① 拠点となるアルゼンチン国ラ・プラタ大学獣医学部の獣医学研究は中南米で もア

クティビティーが高い。 

② ラ・プラタ大学獣医学部の各種疾患に対する診断技術、検査技術、測定技術などの

レベルは高く、広域協力に際して問題を生じることはない。 

③ ラ・プラタ大学獣医学部は広域協力の立ち上げに意欲的で、また、全学的なサポー

トが受けられる状況にある。 

④ ラ・プラタ大学獣医学部には広域技術協力に対して充分な実施能力がある（人的資

源、技術レベルなど）。 

⑤ ラ・プラタ大学獣医学部と SENASA 及び INTA との連携は密で、情報・技術交流に

何ら問題を生じない。 

⑥ ラ・プラタ大学獣医学部の研究レベルの維持、進展にサポートが必要である。 

⑦ ラ・プラタ大学獣医学部に対する人材養成（カウンターパートの研修、大学院院生

など次世代の人材養成など）が必要である。 

 

（2）ボリビアにおける獣医学研究 

① ボリビア国 SENASAG は設立されたばかりで、十分に機能していない。 

② ボリビア国 LIDIVET が各種疾患に対する診断、検査などを実施しているが、技術レ

ベルは低い。 

③ LIDIVET には各種機器が整備されているがその稼働率は低い。 

④ LIDIVECO（家禽疾病が主体）のレベルは不明。 

⑤ SENASAG、LIDIVET、LIDIVECO の役割分担、体制は確立されていない。 

⑥ ボリビア国ガブリエル・レネ・モレノ大学獣医学部では教育が主体で、研究は行っ

ていない。 

⑦ ガブリエル・レネ・モレノ大学獣医学部にモデル教室（実験室）を作り、その結果

を示すことで、研究室の充実、拡大を図る必要がある。 

⑧ ガブリエル・レネ・モレノ大学獣医学部を中心とした連携体制を作る必要がある。 

⑨ アルゼンチン、ウルグアイとは技術レベルでかなりの差が見られる。 

 

（3）パラグアイにおける獣医学研究 

① パラグアイ国 LIDIAV 及び パラグアイ国 SENACSA には各種機器が整備されている

が試薬等の消耗品が得られないため稼働していない（とくに LIDIAV）。 

② ラ・プラタ大学獣医学部からの第三国専門家の派遣を受け入れている。 

③ 広域協力の立ち上げに賛成で、研修及び専門家の派遣を希望している（大学、LIDIAV、

SENACSA）。 

④ LIDIAV 及び SENACSA にはパラグアイ国アスンシオン大学獣医学部と兼務している

ものが多い。 

⑤ アスンシオン大学獣医学部と SENACSA 及び LIDIAV との連携は可能と思われるが、

技術レベルの優劣は不明。 

⑥ パラグアイ国内における体制作りが必要である。 

⑦ 広域協力実施の際にはアスンシオン大学獣医学部に機器整備が必要。 
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⑧ アスンシオン大学獣医学部には我が国で研修を受けた者が多く、広域協力実施に際

して有用な人材の確保が可能である。 

 

（4）ウルグアイにおける獣医学研究 

① ウルグアイ国 DILAVE には各種機器が整備されており、各機器は稼働している。 

② 広域協力の立ち上げに賛成で、研修及び専門家の派遣等を希望している。 

③ DILAVE にはウルグアイ国共和国大学獣医学部と兼務しているものが多い。 

④ 共和国大学獣医学部と DILAVE との連携は可能と思われる。 

⑤ 共和国大学獣医学部は教育が主体で、研究は DILAVE を使うことが多い（一部改善

中）。 

⑥ 広域協力実施の際には共和国大学獣医学部に機器整備が必要である。 

⑦ 共和国大学獣医学部、DILAVE には我が国で研修を受けた者が多く、広域協力実施に

際して有用な人材の確保が可能である。 

 

 

3-3 プロジェクトの骨格 

本調査の結果、プロジェクトの骨格として、以下の内容のプロジェクトが想定される。 

 

（1）プロジェクト名 

和名：「広域協力を通じた南米南部家畜衛生改善のための人材育成」プロジェクト 

英名：The Project of the Capacity Development for Improvement of Livestock Hygiene 

in Southern part of South America through Regional Technical Cooperation 

 

 本案件は、人材育成に焦点をあてるプロジェクトであるため、案件名に「人材育成」で

あることを示した。また、本案件は、複数の対象国が協力し、それぞれの国で技術を補完

しながら実施する広域協力であるため、案件名に「広域協力を通じた」を付した。 

 

（2）対象地域（国） 

 本プロジェクトは、事前に広域プロジェクトの参加を表明している、アルゼンチン、ボ

リビア、パラグアイ、ウルグアイの 4ヵ国を対象とする。 

 なお、プロジェクトが開始し、これら 4ヵ国以外に参加を表明する国が出てきた場合は、

応じて参加について検討することとする。 

 

（3） 対象者 

 本プロジェクトは家畜疾病「診断」技術の能力アップを図り、その後につながる疾病の

「予防」、疾病の「治療」、疾病対策のための「基準・制度」の能力アップの基盤作りを行

うものである。そのため、プロジェクトは、「診断」に関わる人材を対象者に設定する。具

体的には、大学獣医学部教官、試験研究所の獣医師、現場（クリニック）の獣医師が直接

対象者（裨益者）として考えられる（潜在的な裨益対象者の数は、以下の表を参照のこと）。 

 なお、獣医関係の行政官に対しては、直接の対象者とはしないものの、プロジェクトが

構築する情報ネットワークや、各種セミナー等を通じて広く情報提供を行う計画である。
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特に、家畜衛生情報システム整備においては、各国行政機関の支援が必要と考えるため、

本プロジェクトとの関わりを持たせておく必要がある。 

 

(a） 大学スタッフに対する人材育成 

 国名 ベースライン（現在の状況） 

1 
アルゼンチ

ン 

・ラ･プラタ大学獣医教官約 360 名（第一次事前評価ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ時に聞き

取り） 

・各国派遣可能講師数約 20 名（第二次事前評価ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ時に聞き取り）

2 ボリビア 
・想定するﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄが対象とするモレノ大学教官数 60 名（事前ｱﾝｹｰﾄ

より） 

3 パラグアイ 

・アスンシオン大学の獣医教官数約 175 名（第一次事前評価調査ﾜｰｸｼｮ

ｯﾌﾟ時に聞き取り） 

・アスンシオン大学からは毎年約 30 名程度の獣医師を輩出 

4 ウルグアイ 
・共和国大学獣医教官約 260 名（第一次事前評価ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ時に聞きり）

・獣医免許取得年間約 50 名（基礎調査） 

   

（b）試験研究所スタッフに対する人材育成 

 国名 ベースライン（現在の状況） 

1 
アルゼンチ

ン 
（プロジェクトの対象外） 

2 ボリビア 

・サンタクルス獣医診断センター（LIDIVET）の獣医 9名（基礎調査）

・コチャバンバ獣医診断センター（LIDIVECO）の獣医約 10 名 

・対象とする研究所スタッフ 20 名（資料による情報） 

3 パラグアイ 

・家畜衛生センター（SENACSA）の事務員を除く、専門家と技術補助の

数：中央+研究所 123 名、地方 298 名（基礎調査） 

・獣医診断研究所（LIDIAV）の総職員数 43 名（基礎調査） 

4 ウルグアイ ・牧畜サービス局獣医研究部（DILAVE）の専門職員 61 名（基礎調査）

   

（c）現場の獣医師に対する人材育成 

 国名 ベースライン（現在の状況） 

1 
アルゼンチ

ン 
（プロジェクトの対象外） 

2 ボリビア 

・現場獣医師約 200 名（内モレノ大学と関係する現場獣医師約 20 名）

（ワークショップ時聞き取り） 

・個人経営獣医師 400 名（ワークショップ時聞き取り） 

3 パラグアイ 
・現場獣医師約 560 名（ﾊﾟﾗｸﾞｱｲｺｰﾃﾞﾈｰﾀｰからの聞き取り。なおﾊﾟﾗｸﾞｱ

ｲ全国では約 1,400 名） 

4 ウルグアイ 
・現場獣医師約 1,600 名（第一次事前評価調査ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ時に聞き取り。

国家レポート（2003 年）によると、全国の登録者は 3,450 名） 
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（4） プロジェクトのフレームワーク案 

（a）広域プロジェクトと各国プロジェクトの関係 

 本案件は、広域プロジェクトと称しているものの、対象 4 ヵ国の技術レベルに差異があ

ることから、一つの計画書（PDM、プロジェクトデザインマトリックス）で 4ヵ国全てのプ

ロジェクトを網羅することは難しい。各国で実施する活動は、その国の成果となり、さら

にその国が目指すべき目標につながっていくといった様に、一つの完結したプロジェクト

と見なすことができる。また、各国の活動を適切に評価・モニタリングするために、国毎

に計画書を作成するメリットは大きい。そのため、本案件では、まず個々に各 4 ヵ国のプ

ロジェクト計画書を作成した。特に、アルゼンチンは、広域協力の事務局や域内研修の講

師供給元としての役割を担うため、他 3 ヵ国と大きく立場が異なる。また、家畜疾病の技

術レベルに関して言えば、アルゼンチンは比較的高位にあるが、ボリビア、パラグアイは

更に技術アップが必要なレベルにあるなど、国毎に技術レベルの違いが見られる。これら

により、国毎の計画書（各国版 PDM）を設定することとした。 

 一方、これらアルゼンチン、ボリビア、パラグアイ、ウルグアイの各国のプロジェクト

目標が達成されることで、対象域内の共通した目標が達成されることになる。そのため、

域内のプロジェクト全体を包括するプロジェクト計画書（全体計画書 PDM）も策定した。 

 この全体計画と各国計画の関係は下図となる。広域協力としての評価は、全体計画書の

内容に基づいて行うこととなる。なお、ボリビア、パラグアイ、ウルグアイの各活動の進

捗はアルゼンチンの活動の進捗に影響する（例えば、ボリビアの活動が遅れれば、アルゼ

ンチンの活動も遅れるといった関係）。その状況を表すため、下図ではアルゼンチンの位置

付けを若干上位に置いている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

    図 広域プロジェクトと各国プロジェクトの関係 

 

(b)各国活動と広域活動の明確化 

 各国内で実施する活動においては、次の 2種類の活動に区分できる。 

① 各国で実施する「各国活動」 

② プロジェクト事務局（アルゼンチン）が主体となって進める活動で、域内の技術の

レベルアップのための「広域活動」 

 そのため、プロジェクト計画書の活動においては、「各国活動」か「広域活動」を明記し

て、それぞれの位置付けが分かるようにした。 

 

（c）プロジェクトの要約 

 広域全体計画と各国別計画の構成は以下の通りとなる。 

ボリビア PDM に基

づく目標達成 

パラグアイ PDM に

基づく目標達成 

ウルグアイ PDM に

基づく目標達成 

プロジェクト全体（域内）の目標達成 

アルゼンチン PDM

に基づく目標達成 
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 広域プロジェクトの上位目標、プロジェクト目標は、対象 4 ヵ国に共通する目標である

が、広域プロジェクトの成果は、各国別プロジェクトの目標に相当するものとして構成し

ている。また、各国毎に、それぞれ期待される成果、活動を設定している。（詳細は付属資

料参照）。 

 

上位目
標 

域内の家畜衛生状況が向上する 

プロジ
ェクト
目標 

域内で行なわれる疾病診断が適切になる 

 アルゼンチン国 ボリビア国 パラグアイ国 ウルグアイ国 

成果 
（=各
国のプ
ロジェ
クト目
標） 

1.アルゼンチン
国ラ・プラタ大
学獣医学部にお
いて、南米南部
地域の家畜衛生
に関する人材育
成センターとし
ての能力が向上
する 

2.ボリビアにおける
家畜疾病診断能力が
改善する 

3.パラグアイにお
ける家畜疾病診断
能力が改善する 

4.ウルグアイ
における家畜
疾病診断能力
が改善する 

各国別
プロジ
ェクト
の成果 

1.ラ・プラタ大
学獣医学部教官
の能力が向上す
る 
2.南米南部地域
の家畜衛生のた
めに、国際基準
に 適 合 し た 診
断・研究が実施
できる環境が整
備される 
3.広域情報ネッ
トワークが構築
される 
4.広域調整シス
テムが確立され
る 
5.広域研究グル
ープが構成され
る 
6.広域ネットワ
ーク内で互換性
のある大学卒後
教育の制度が実
施される 

1.ガブリエル・レ
ネ・モレノ大学獣医
学部教官の能力が向
上する 
2.研究所（LIDIVET）
の獣医師の能力が向
上する 
3.クリニック診断の
獣医師の能力が向上
する 
4.プロジェクトに関
係しているボリビア
国のラボラトリーで
の作業手順の適正化
が図られる 
5.広域情報ネットワ
ークが構築される 
6.広域調整システム
が機能する 
7.広域研究グループ
が構成される 

1.国立アスンシオ
ン大学獣医学部教
官の能力が向上す
る 
2. 研 究 所
（SENACSA）の獣医
師の能力が向上す
る 
3.現場個人獣医師
の能力が向上する 
4.ラボラトリーで
の作業手順の適正
化が図られる 
5.広域情報ネット
ワークが構築され
る 
6.広域調整システ
ムが機能する 
7.広域研究グルー
プが構成される 

1.共和国大学
獣医学部教官
の能力が向上
する 
2.研究所の獣
医師の能力が
向上する 
3.現場獣医師
の能力が向上
する 
4.ラボラトリ
ーでの作業手
順の適正化が
図られる 
5.広域情報ラ
ボラトリーネ
ットワークが
構築される 
6.広域調整シ
ステムが機能
する 
7.広域研究グ
ループが構成
される 

活動 
1.1 
--------（略） 

1.1 
--------（略） 

1.1 
--------（略） 

1.1 
--------（略）

 

 

（d）投入 

（日本側の投入） 
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 想定される日本側の投入は、①専門家派遣、②機材供与、③研修、④プロジェクト運営

経費の一部負担（現地業務）などである。 

ア）長期専門家派遣 

 長期専門家は、「業務調整／プロジェクト管理（仮）」の一名を想定する。プロジェクト

の事務局であるアルゼンチン国ラ･プラタ大学獣医学部のプロジェクト運営の支援を行い、

かつ技術的なアドバイスを行なうこととなる。 

 なお、プロジェクトの運営総括を担うプロジェクトチーフアドバイザーに関しては、長

期間の滞在とせず、短期専門家による派遣を想定する。 

 

イ） 短期専門家派遣 

 短期専門家は、プロジェクトの運営総括を担う「チーフアドバイザー」、プロジェクト

の運営方法を強化する「PCM（プロジェクト・サイクル・マネージメント）技術」、家畜疾

病の技術指導を行う複数の技術専門家の派遣を想定する。なお、これら短期専門家の派遣

の実施は、年間計画、5ヵ年計画等の各種計画と、年度毎の予算状況を考えて、その指導

科目、時期、人数を決定する。 

 

ウ） 機材供与 

 機材については、「技術移転が可能になる 低限の機材」とする方針である。特に、カ

ウンターパート機関は、過去に JICA のプロジェクトで供与されている資機材を有し、資

産の有効活用の点などからも、慎重に機材選定を行うこととする。機材についても、プロ

ジェクト開始後に、各国の活動の進捗状況や予算に応じて、決定する。 

 なお、第二次事前評価調査時点で、候補となる資機材は以下のとおりである。 

 

表 調達機材候補（第二次事前評価調査時点） ＊必ず全ての機材を揃えることを意味す

るものではない 

アルゼンチ
ン用 資機材
リスト案 

Clean Bench (biohazard type)、Autocleave、Co2 Incubator、
Microscope x2、Ultra Low Freezer、Real Time PCR、Micropippets 
multichannel x5、Biohazard Unit 

ボリビア用 
資機材リス
ト案 

Immunofluorescence Microscope、Microscope with camera and 
projector、Microtome、Vibratome、Tissue processor、
Freezers(-20°C) x2、Refrigerator(4°C) x2、Computer、Digital 
camera、Digital video recorder、Multimedia projector、ELISA 
reader、ELISA microplate washer、Micropippets multichannel x5、
Incubator(37° C)、ELISA microplate mixer、Safety Cabinet Class 
II、CO2 Incubator、Autoclave、Sterilization oven、Digital 
Balance、Freezer (-70°C)、Hen eggs Incubator 

パラグアイ
用 資機材リ
スト案 

ELISA reader、ELISA microplate washer、Micropippets 
multichannel x5、Incubator (37°C)、Freezer (-20°C)、
Refrigerator、ELISA microplate mixer、Safety Cabinet Class II、
CO2 Incubator、Autoclave、Sterilization oven、Digital Balance、
Freezer(-70°C)、Freezer(-20°C)、Hen eggs Incubator、
Micropippets multichannel x2 

ウルグアイ
用 資機材リ
スト案 

Safety Cabinet Class II、CO2 Incubator、Autoclave、Sterilization 
oven、Digital Balance、Freezer(-70°C)、Freezer(-20°C)、Hen 
eggs Incubator、Micropippets multichannel x2  
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エ） 現地業務費 

 現地業務費については、相手側のプロジェクトの運営費を補完するために支出する。 

 

オ）研修 

 研修は、一人でも多くの獣医師が研修に参加できるように、国内、または域内の研修を

中心に効率的に実施する。 

 

カ）その他 

 第二次事前評価調査時、アルゼンチン側より、同国ラ･プラタ大学に、組替え DNA 実験が

可能な実験室（P3 レベル）整備の要請があった。調査団はそれに対して、実験室整備は本

プロジェクト目標達成のために必須事項ではなく、また、日本でも P3 レベルの実験室を設

置している大学は限られており、そのレベルに達するまで、研究スタッフの育成や資機材

の充実など様々な段階を踏んできていることから、ラ･プラタ大学もこれら段階を踏んでか

ら整備する方が望ましいと考え、その旨説明を行い、アルゼンチン側の理解を得ている。 

 

（相手国側の投入） 

 相手国側の投入としては、国毎に投入規模が大きく異なるものの、4ヵ国で共通している

のは、以下の投入となる。 

 カウンターパートの配置 

 資機材 

 土地・建物 

 プロジェクト運営経費 他 

 ただし、アルゼンチンは、独自の予算により、講師派遣、セミナー開催に関する一部負

担ができるレベルにあると言える。 

 

（5） カウンターパート機関 

 本プロジェクは、各国の以下の獣医学部を有する大学をカウンターパート機関とする。 

 

国名 大学名 実施された JICA プロジェクト 

ア ル ゼ ン

チン 

ラ･プラタ大学獣

医学部 

ラ･プラタ大学獣医学部研究計画（1989～96、2001

～03） 

第三国集団研修「家畜疾病防除」（1996～2005） 

第三国専門家 

ボリビア ガブリエル・レ

ネ・モレノ大学獣

医学部 

ボリビア家畜繁殖改善計画（1987～94） 

パ ラ グ ア

イ 

アスンシオン大

学獣医学部 

パラグアイ家畜繁殖改善計画（1982～89） 

ウ ル グ ア

イ 

共和国大学獣医

学部 

ウルグアイ獣医研究所強化計画（1996～2001） 

（於：農牧水産省家畜サービス総局） 
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 これらの大学をカウターパート機関とする理由は以下の理由による。 

① 大学は基礎研究機関であるとともに教育機関である。対象国では大学を卒業し、

資格を得た上ではじめて獣医師になれるなど（国のラボラトリー、行政機関勤

務の獣医師を含む）、大学は人材育成の拠点となっている。一方、国のラボラト

リーには獣医師を研修する機能は有しない。獣医師の（再）教育に関しては、

国のラボラトリーよりも大学にノウハウがあると言える。 

② 各国には、疾病の防除、診断のための国家機関（国のラボラトリー）が設置さ

れ、確定診断を行うなどの機能を有しているが、実質的にこれら診断は大学と

の連携下によって実施されている。また、大学は政府認定（指定）の検査機関

として、疾病検査の一部を担っている場合もある。 

③ 大学教員の国内外の人材ネットワークが活用できる。プロジェクトのため、あ

らためてネットワークを構築する必要はない。 

④ 対象 4ヵ国では過去に当該分野の JICA プロジェクトが実施されてきており、特

に本プロジェクトに関わる機関のほとんどで、JICA プロジェクトカウンターパ

ートであった人的、物的リソースが活用できる（上表参照）。また、これらカウ

ンターパート機関は、日本の支援の制度、仕組みをある程度理解しており、ス

ムーズなプロジェクト運営が期待できる。 

 

 なお、上記カウンターパート機関である 4 つの大学以外の関係機関の取り扱いについて

は、一国にカウターパート機関が複数あると、技術、情報の一元化ができずデータ（情報）

が拡散すること、コンセンサス作りに時間がかかることから、プロジェクト開始時点では

各国一機関を想定する。そのため、以下の調整方法を取り入れる。 

 

① 各国のカウンターパート機関は一（いち）機関とし、その機関には、その国の

代表となるナショナル・コーディネータを配置する。 

② それ以外の家畜衛生関係機関に対しては、カウターパート機関（ナショナル・

コーディネータ）を通じて、情報提供、意見聞き取り、技術指導、共同研究、

研修を行う。 

③ ナショナル・コーディネータは、対象国の窓口、かつ調整役としての機能を担

う。 

 

（6） プロジェクト拠点（事務所） 

 プロジェクトの拠点は、本広域プロジェクトの事務局を担うアルゼンチン国ラ･プラタ大

学獣医学部内に設置する。 

 

 

4. プロジェクト実施の方法 

4-1 プロジェクト実施構造 

（1） プロジェクトの枠組み 

  本プロジェクトは広域協力として、拠点国アルゼンチン,ボリビア、パラグアイ及びウ
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ルグアイ各国は対等な立場で参加する枠組みとし、JICA はその枠組みに対して、協力を実

施する。 

 拠点国は、地域協力の枠組みの計画、調整を行う事務局としての役を担い、またリソー

ス（研修での講師など）を提供することとなり、プロジェクト運営においては、一定のリ

ーダーシップが求められる。具体的には、アルゼンチン国ラ･プラタ大学が、プロジェクト

事務局、プロジェクト全体に関わるコーディネーターとなる。一方、他 3 ヵ国は、一つの

大学（獣医学部）がプロジェクトのカウンターパート機関兼その国の窓口機関となり、国

内の他機関間の調整、連絡を行い、またカウンターパートとして広域協力プロジェクト運

営に参画する。 

 活動レベルで見てみると、「各国活動（定義は本報告書 3-3（4）（b）参照）」として、カ

ウンターパート大学は、プロジェクト計画書に基づき、国内の試験研究機関や他大学（獣

医学部）を取り纏めながら、国内研修、研究のための国内ネットワーク作り、卒後教育な

どを実施する。一方、「広域活動」として、他国より技術的に進んでいるアルゼンチン国ラ･

プラタ大学のアドバイスの下、カウンターパート大学は、情報ネットワーク構築、域内研

修、域内の共同研究を進めることになる。 

 

本案件の枠組みを示すと、下図となる。 

域内コア大学
（教育、家畜疾病基礎研究）

ネットワーク

アルゼンチン国内
ネットワーク

（ア国独自対応、プロジェクト対象外）

パラグアイ国内
ネットワーク

パラグアイ国内
ネットワーク

「広域協力を通じた南米南部家畜衛生改善のための人材育成」プロジェクトの枠組み

SENASAG（国家農牧衛生機構）
LIDIVET（獣医診断センター）

SENACSA(家畜衛生センター）
LIDIAV（獣医診断研究所）

現場獣医師

現場獣医師

国内大学獣医学部

国内大学獣医学部

ボリビア国内
ネットワーク

DILAVE
（農牧省家畜衛生研究部）

現場獣医師

国内大学獣医学部

日本の支援
・専門家
・機材

・C/P研修
・現地業務費

ウルグアイ国内
ネットワーク

アスンシオン
大学

ﾅｼｮﾅﾙｺｰﾃ゙ｨﾈ ﾀーー

モレノ大学
ﾅｼｮﾅﾙｺｰﾃ゙ｨﾈ ﾀーー

ラ･プラタ大学
ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ

ｺｰﾃﾞｨﾈ ﾀーｰ

共和国大学
ﾅｼｮﾅﾙｺｰﾃ゙ｨ

ﾈー ﾀｰ

（域内）
情報ﾈｯﾄﾜ ｸー
域内研修
域内共同研究

（各国内）
国内研修
国内研究ﾈｯﾄﾜー ｸ
OJT、卒後教育

C/P大学

政府系研究所
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（2）プロジェクト運営体制 

 プロジェクトは以下の体制で運営される。 

 プロジェクトダイレクター（兼運営委員会議長）：アルゼンチン国ラ･プラタ大学長 

 プロジェクトマネージャー：アルゼンチン国ラ･プラタ大学獣医学部長 

 プロジェクトコーディネーター  

 総括コーディネーター：アルゼンチン国ラ･プラタ大学獣医学部スタッフ 1 名 

 国担当コーディネーター：アルゼンチン国ラ･プラタ大学獣医学部スタッフ    

 計 3 名 

 各国ナショナル・コーディネーター：ボリビア国ガブリエル・レネ・モレノ大

学 1 名、パラグアイ国アスンシオン大学 1 名、ウルグアイ共和国大学 1 名 

 日本人専門家 

 

（3）プロジェクト合同調整委員会（JCC） 

 プロジェクトの合同調整委員会は年間一回程度開催される。委員会のメンバーは以下を

想定する。 

 アルゼンチン： ラ･プラタ大学（兼議長）、ラ･プラタ大学獣医学部関係スタッフ、

外務省、(SENASA)、(INTA) 

 ボリビア、パラグアイ、ウルグアイ： 各国ナショナル・コーディネーター 

 日本：専門家、JICA 事務所、（日本大使館） 

 

（4） 広域協力による実施の意義 

 本分野の協力を広域協力にて実施する意義を以下に整理する。 

 

① 家畜疾病対策には、国境はない。そのため、家畜疾病を減らすには隣接国との

協力、広域な協力が不可欠となる。 

② 共通基準に基づくレベルアップが必要である。国毎で基準や技術レベルにばら

つきがある場合、一定レベルにない国は疾病に対して、他国よりも脆弱である

ことを意味する。この脆弱さがある限り南米の家畜疾病の発生を抑えることは

難しいと言える。アルゼンチンが技術的に先行するのではなく、域内の国が一

定水準のレベルに達する必要がある。 

③ 国境を越える家畜疾病に対しては国毎で対策を講じていては非効率である。 

④ 今まで南米各国は、自国の対応に追われてきた。家畜衛生改善に対して共同で

対応する意義は理解されているものの、その枠組みを作るまでの機運が見られ

なかった。日本の協力を契機とすることで、その流れを作り、今後の域内協力

推進を図ることになる。 

 

（広域協力と南南協力（整理）） 

 広域協力と南南協力（今までの南南協力例：第三国研修、第三国専門家）は相反す

るものではない。 

 広域協力は、南南協力下で実施されていた様々なコンポーネントをパッケージにし
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て支援できる協力形態と理解でき、拠点国（本件の場合はアルゼンチン）が調整して

プロジェクトを運営するという考え方は南南協力の考え方と差異はない。そのため、

広域協力は南南協力のある種の拡大版と言える。我が国は相手国の主体性に基づき、

今までの南南協力と同様、資金や人材のサポート（バックアップ）を実施することと

なる。 

 

 

（5） 日本・アルゼンチン・パートナーシップ・プログラム（PPJA）1について 

 本広域協力案件の実施において、アルゼンチン国を拠点国とすることで、我が方は PPJA

を活用することが考えられる。そこで、PPJA を活用とする際の利点及び留意点を以下に整

理する。 

 

 内 容 

PPJA の利点 ・アルゼンチン側オーナーシップの醸成に効果が期待できる 

・アルゼンチン側のスキーム、資金の有効活用が可能となる 

PPJA の留意点 ・周辺各国との調整に時間が必要→現場主導の調整が必要 

・JICA のスキーム（技術協力プロジェクト）との調整を図ること

 

 PPJA 活用には様々な手続きや調整が必要となることから、適切なタイミングで適切な額

がプロジェクトに配分されるのかを見極めることは大変難しいと言える。そのため、本案

件は、基本的には技術協力プロジェクト予算による対応とし、PPJA については、利用可能

な場合のみ活用することとする。 

 

（6）日本側支援機関 

 文部科学省（所管）、東京大学（国内委員会）、農林水産省（連携）を想定する 

 

 

4-2 プロジェクト実施の注意点 

（1）対象となりうる疾病及びその優先順位 

 ワークショップ、関係者からの聞き取りの結果、ボリビア、パラグアイ、ウルグアイで

対処したいと考えている家畜疾病の順位は以下の通りとなった。 

 基本的に、プロジェクトはこれらリストの中から指導、技術移転する対象疾病を選択す

ることになる。ただし、プロジェクトの効率的な運営から、一回の実習で複数の家畜疾病

に関する技術アップを図ることができる場合、たとえその疾病の優先順位が低い場合でも、

他疾病と組合せて、早めに技術指導を行うことになる。 

 

 

 

                                            
1 「日・アルゼンチン・パートナーシップ・プログラム（PPJA）」：2001 年 5 月のアルゼンチン国ジャバ

リーニ外相訪日の際、署名されたもので、日本とアルゼンチン両国が共同して他の開発途上国の経済社会

開発支援を進めていく枠組みのこと。 
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ボリビア パラグアイ ウルグアイ 

狂犬病 

伝染性ブルサ病（ガン
ボロ病） 

1 鳥・馬インフルエンザ  

ニューカッスル病 牛トリコモナス症 2 肝蛭 

肉眼・組織病理学的検査 オーエスキー病 3 馬ヘルペスウイルス感染症

1 

 

1 

豚サルモネラ症 4 牛白血病抗原の精製 

ネオスポーラ症 鳥サルモネラ症  5 羊新生仔疾患 

牛伝染性咽喉頭炎 鳥マイコプラズマ症  6 馬ウイルス性関節炎  

牛白血病  寄生虫性疾患 7 トキソプラズマ症 

鶏白血病   
8

牛・羊キャンピロバクター
感染症 

2 

鳥サルモネラ症  

2 

  9 マイコプラズマ症 

重金属中毒  
肉眼・組織病理学的検
査 

10 羊ブルセラ病 

鳥インフルエンザ   11 馬ロドコッカス感染症  3 

豚呼吸器疾患 

3 

    

Cisticercosis 臨床病理学的検査    

真菌症     4 

臨床病理学的検査 

4 

    

ヨーネ病        
5 

馬伝染性貧血        

 

 なお、例として、各国でニーズが高い狂犬病、ガンボロ病、鳥インフルエンザ、肝蛭（か

んてつ）に対する技術指導項目は、以下となる。 

 

１．狂犬病 病理学的検査法、染色法、ウイルス分離、抗体価の測定、蛍光

抗体法、遺伝子診断法 

２．ガンボロ病 抗体価の測定、病理学的検査法、蛍光抗体法、疫学調査 

３．鳥インフルエン

ザ 

ウイルス分離、抗体価の測定、蛍光抗体法、遺伝子診断 

４．肝蛭（かんてつ） 糞便検査、皮内反応、抗体価の測定 

 

（2）専門家派遣と研修実施のタイミング、その組み立て 

 現地国内研修、域内研修と専門家派遣は有機的に、かつ戦略的に組み合わせて実施する。

下図はその例である。 

 

a）研修例：狂犬病対策 

形態 域内研修 
実施時期 XXXX 年 3～5 月 
研修実施場所 ボリビア 
研修受講者（対象
者） 

狂犬病対策へのニーズが高いボリビアとパラグアイの獣医師
等（そのため、パラグアイ受講生はボリビアに移動） 

研修講師 既に知見を有するウルグアイとアルゼンチンのスタッフを講
師としてボリビアに派遣 
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↓（Next） 

形態 国内研修 
実施時期 XXXX 年 10 月（ボリビア）、XXXX 年 12 月（パラグアイ） 
研修対象者 ボリビア、パラグアイのその他の獣医師等 
研修講師 域内研修を受講したボリビア、パラグアイの獣医師及びアル

ゼンチンのスタッフが講師として応援に入る 

 

b）研修例：鳥インフルエンザ対策 

形態 域内研修 
実施時期 XXXX 年 3～5 月 
研修実施場所 アルゼンチン 
研修受講者（対象
者） 

ボリビア、パラグアイ、ウルグアイの獣医師等 

研修講師 既に知見を有するアルゼンチンのスタッフを講師とする 

↓（Next） 

形態 国内研修 
実施時期 XXXX 年 7 月（ウルグアイ）、XXXX 年 9 月（ボリビア）、XXXX

年 12 月（パラグアイ） 
研修対象者 ウルグアイ、ボリビア、パラグアイのその他の獣医師等 
研修講師 域内研修を受講したボリビア、パラグアイ、ウルグアイの獣

医師及びアルゼンチンのスタッフが講師として応援に入る 

 

c）研修例：肝
かん

蛭
てつ

対策 

形態 日本人専門家による指導 
実施時期 XXXX 年 3～5 月 
研修実施場所 アルゼンチン 
研修受講者（対象
者） 

アルゼンチンの獣医師等 

研修講師 日本人専門家 

↓（Next） 

形態 域内研修 
実施時期 XXXX 年 7～9 月 
研修実施場所 ウルグアイ 
研修受講者（対象
者） 

ボリビア、パラグアイ、ウルグアイの獣医師等 

研修講師 日本人専門家 （または、日本人専門家から技術指導を受け
たアルゼンチン獣医師） 

↓（Next） 

形態 国内研修 
実施時期 XXXX 年 11 月（ウルグアイ）、XXXX 年 12 月（ボリビア）、XXXX

年 1 月（パラグアイ） 
研修対象者 ウルグアイ、ボリビア、パラグアイのその他の獣医師等 
研修講師 域内研修を受講したボリビア、パラグアイ、ウルグアイの獣

医師及びアルゼンチンのスタッフが講師として応援に入る 

 

 これらをイメージにまとめると次図になる。 
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5. 事前評価での評価５項目分析 

5-1 妥当性 

 本案件は以下の点から実施の妥当性があると考えられる。 

 本案件の対象 4 ヵ国において、畜産業は重要な産業で社会経済に与える影響が大きい

ため、いずれの国においても家畜衛生の分野は政策的に重要な位置を占めている。ま

た、域内の共通疾病の発生・流行は当該国だけに留まらず国際問題に発展しうるため、

疾病対策は域内の共通課題との認識が高い。本案件は、この共通の課題に広域的に対

応するものである。 

 南米地域においては、域内協力の促進、域内統合化への対応が我が国の協力の柱とな

っている。本案件はアルゼンチン国を核とした南南協力を活用し、広域的に協力を実

施するものであり、この我が国の協力の柱に合致している。また対象 4 ヵ国に対する

JICA の援助重点分野及び協力の方向性にも合致している。 

 域内の共通疾病のリスクを軽減するためには、現場の獣医師の診断能力の低さは大き

な課題として指摘されており、現場の獣医師の再教育というアプローチは適切である

と判断される。 

 我が国には、近年の自由貿易の進展から、動物性食品の安全性確保や人獣共通感染症

の制圧に関連する分野に従事する獣医師の養成に特化した専門職大学院が設置されて

いる。また大学、研究機関や獣医師会が主催する、現職獣医師に対する多様な研修や

専門医認定制度が設定されている。このような獣医師の卒後継続研鑽に係る我が国の

知見・経験が本案件に利活用しうると考えられる。 

広域協力を通じた南米南部家畜衛生改善のための人材育成プロジェクト　研修実施の方法について（イメージ図）

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3
狂犬病 派(B) 派(P)
Gamboro病 専門家派遣(P) 派(P) 派(U) 派(B)
鳥インフルエンザ アルゼンチン 研修受入(U,B,P） 派(U)
肝蛭 アルゼンチン 診断技術研修

(日本人専門家） 専門家派遣(U) 派(U) 派(B) 派(P)

狂犬病 専門家派遣(B)
Gamboro病 研修生派遣(P) 研修
鳥インフルエンザ 研修生派遣(A) 研修

派(B) 派(P)
肝蛭 ウルグアイ 診断技術研修 研修

研修受入(B,P）

狂犬病 ボリビア 診断技術研修 研修
Gamboro病 研修生派遣(P) 研修
鳥インフルエンザ 研修生派遣(A) 研修
肝蛭 研修生派遣(U) 研修

狂犬病 研修生派遣(B) 研修
Gamboro病 パラグアイ 診断技術研修 研修
鳥インフルエンザ 研修生派遣(A) 研修
肝蛭 研修生派遣(U) 研修

A:アルゼンチン、B：ボリビア、P：パラグアイ、U：ウルグアイを示す
：日本人専門家によるアルゼンチン向け研修

：アルゼンチン、ウルグアイから研修実施国への専門家（講師）派遣
：研修受け入れ
：研修生派遣
：研修

：研修実施国・実施場所

パラグ
アイ

ボリビ
ア

ウルグ
アイ

XXXX年 XXXX年

アルゼ
ンチン

疾患名 実施場所
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5-2 有効性の予測 

 以下の点から、案件の有効性が確認される。 

 本案件の立案にあたり、アルゼンチン国ラ・プラタ大学をはじめとした各国の大学及

び関係機関は、事前評価調査段階から議論を重ねている。関係者のプロジェクト実施

への関心の度合いは高く、プロジェクト開始後も関係者の連携協調体制は維持される

可能性が高い。 

 本案件では対象 4 ヵ国に対し家畜衛生人材の育成に係る個々の目標を設定し、またア

ルゼンチン国には拠点国として、広域連携の整備に係るより高水準の目標を別途課し

ている。広域案件のプロジェクト目標を達成するために、必要な協力の枠組みが構築

されている。 

 各国のサブプロジェクト目標を達成するために、それぞれの協力活動及びその成果が

過不足なく設定されている。アルゼンチンの「ラ・プラタ大学獣医学部に域内家畜衛

生人材育成センターとしての機能整備」というサププロジェクト目標に対しては、育

成センター運営を担う人材と環境の整備という国内の基盤強化の面と、広域調整シス

テムの確立等などの国際の基盤強化という双方の整備、強化を行うことが必要である。

本案件はその双方の要素に働きかけることによりアルゼンチンのサブプロジェクト目

標の達成をより確実なものとしている。また、ボリビア、パラグアイ、ウルグアイの

「家畜疾病診断能力の向上」というサブプロジェクト目標に対しては、大学、研究所、

現場のそれぞれの獣医師の能力向上という個人・組織の能力向上のみならず、広域協

力を通じて国レベルの能力向上が必要である。本案件はその双方に働きかける計画で

あり、それぞれの国のサブプロジェクト目標達成を確実なものとしている。 

 本案件では、裨益対象者に大学教官から生産現場の獣医師まで多様な人材を設定して

おり、これは各診断段階の技術を強化する方策として適切な方法と考えられる。 

 将来的に南米南部地域における畜産業の社会経済的重要性の大幅な変化が考えにくい

ため、当該産業に資する家畜衛生の政策的位置付けが変わらないことが見込まれ、案

件の外部条件が満たされる可能性は高い。 

 

 

5-3 効率性の予測 

 以下の点から、効率的な案件の実施が可能と考えられる。 

 広域協力の拠点となるアルゼンチン国ラ・プラタ大学を筆頭に対象 4ヵ国の家畜衛生・

生産関係機関には、我が国の技術協力によって育成された人材を有する。これら既存

の協力資源を有効に活用することにより、プロジェクト活動を効率的に行うことが期

待できる。 

 機材についても、これまでの協力により供与された施設、機材を活用することを原則

としている。国際基準に適合した診断・研究に向けた環境整備は、既存ラボに対して

の生物安全上の配慮及び未整備ラボに対しての必要 低限の投入とし、大がかりな施

設、機材投入はない。本案件実施により、これまでに供与された施設、機材の稼動率

が高まる。 

 本邦からの長期派遣専門家は疫学情報資源整備とプロジェクト運営管理の分野を兼任

する一名とし、その投入を 小限に抑えて実施する。 
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5-4 インパクトの予測 

 この案件のインパクトは以下のように予測できる。 

 情報ネットワーク上には、プロジェクト策定の診断マニュアル・研修教材のライブラ

リや疫学情報データベースを設置し、適正診断に資する科学的根拠を提供する。また、

類似の症例を経験する獣医師等に意見を仰ぐためのメーリングリスト等を開設する。

情報ネットワークの構築により、本来の裨益対象者たる「診断を行う獣医師」のみな

らず、行政、試験研究機関に所属する獣医師や域内の家畜生産者に対しても広く便益

が及ぶことが期待できる。 

 インターネット利用による情報ネットワークの構築は、域外国からのアクセスをも可

能にし、他中南米諸国の関心の度合いを高め、将来的に対象 4 ヵ国以外の国に「根拠

に基づく適正診断の考え方」が波及する可能性は高い。 

 本案件で実施される研修による人的交流が促進され、さらに構築される情報ネットワ

ークを活用して日頃から各国との密な連携を取り、情報を共有することは、疾病発生

時における共同での対策を円滑に実施できる可能性が高まる。 

 上位目標である「域内の診断適正化」は、診断に資する科学的根拠を継続して公開し、

情報の刷新をも併せて行うネットワーク体制を整備すること及び域内の疾病リスク軽

減には診断法の共通化が一定程度必要であり、そのための卒後研鑽を域内各国が協調

して継続する見込みが高いことから、プロジェクト終了後、数年内に実現できる可能

性が高い。 

 

 

5-5 自立発展性 

 本案件の自立発展性は、以下のとおり予測される。 

 アルゼンチン国教育科学技術省は、本案件の重要性を十分に認識し積極的に支援する

意向である。本案件活動の一つである卒後研修に関し、プロジェクト終了後にも継続

できるよう制度化を検討している。将来は、他の中南米諸国へも研修参加を拡大した

いとの意欲を示していることから、終了後も、支援が得られる可能性は高い。 

 アルゼンチン国ラ・プラタ大学は、本案件を学内の 優先プロジェクトと位置付け、

獣医学部本体の通常予算とは別途の予算計上を決定している。また教育省に特別の予

算措置を要請していることから、同国における自立発展性は高い。しかしながらラ・

プラタ大学を除く各国大学の予算は総じて少なく、継続的な注視が必要である。 

 協力相手先機関たる各国の大学獣医学部は、家畜衛生の重要性が高い南米南部地域に

おいて、当該分野の教育・研究・普及を担う主体機関として重要な役割を担っており、

これら機関の恒久的な存続がほぼ保障されていると考えられる。また、大学教官の定

着状況は一般に良好であることから、移転された技術の定着の度合いは高いと考えら

れる。 

 南米南部地域の獣医学関係者間には、既に人的ネットワークが存在する。また、プロ

ジェクトにより構築する情報ネットワークに対しては、ラ・プラタ大学をモデレータ

とする維持管理を予定しており、プロジェクト終了後もその運用は継続的に実施され

る。 
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6. 広域協力プロジェクト実施における手続きの留意点 

 本案件は広域協力プロジェクトと称しているが、広域技術プロジェクトの実施方法の定

型がないため、既設の広域プロジェクト同様に、プロジェクトは既存の二国間援助による

技術協力のガイドラインや枠組みに則って実施することになる。本章では、専門家派遣、

本邦研修、現地業務費、機材供与別にそれぞれの投入形態別に想定される手続きを整理す

る。（なお、これら手続きについては、規定やガイドラインの変更に伴って、大幅に変更さ

れる可能性があるので、注意が必要） 

 

6-1 協力スキーム 

 本案件の枠組みは、先例（「タイ及び周辺国における家畜疾病防除計画」プロジェクト等）

に従い、日本とアルゼンチン国とは 2国間の技術協力プロジェクトの実施協議議事録（R/D）

にて取り決め、他 3ヵ国に関しては、それぞれ、日本と当該国に、アルゼンチンを加えた 3

ヵ国の会議議事録（ミニッツ）にて取り決め、署名を行うこととする（なお、今後の広域

技術協力のあり方の整理に伴い、署名方法が変更される場合もある）。 

 予算上、本案件は、日本とアルゼンチンとの 2 国間技術協力のプロジェクト経費を活用

して実施することとし、これはボリビア、パラグアイ、ウルグアイに対する協力経費もカ

バーする。つまり、アルゼンチン以外の 3 ヵ国への協力については、アルゼンチン経由の

間接的な協力となる。 

 

6-2 投入形態別手続き 

（1）専門家派遣 

 専門家は、プロジェクト計画（年間計画、活動計画等）に基づいて派遣される。 

 専門家は、アルゼンチンを拠点（任国）とし、ボリビア、パラグアイ、ウルグアイでの

進捗管理、技術指導は、業務出張（任国外出張）ベースで実施する。そのため、原則、日

本人専門家は、アルゼンチンを任国とする。 

 なお、公用旅券で赴任する短期専門家がアルゼンチン以外の 3ヵ国で技術指導を行う際、

旅券の渡航先に記載されていないと、これらの国で技術指導できなくなる可能性があるの

で、本邦出発時の手続きに注意を要する。 

• 専門家派遣

ア
ル
ゼ
ン
チ
ン

ボリビア

パラグアイ

ウルグアイ

日
本

計画に応じて派遣
（ただし、「現地活動」費から支弁）

派遣

 

 

（2）研修 

 域内研修、国内研修は、技術協力プロジェクト経費（現地活動費、在外研修費）を活用

する。 

 また、本邦研修については、既述の通り、域内研修、国内研修の機会を多くの対象国の

獣医師に提供する方針であることから、本邦研修の実施は極力抑えることとする。ただし、 
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ボリビア及びパラグアイのカウンターパートに対しては、他 2 ヵ国と比較して、より技術

レベルのアップが必要であることから、プロジェクトの進捗状況を確認し、本邦研修を実

施することを検討するが、その場合でも、日本とこれらの国とは実施協議議事録（R/D）の

交換がないため、要請書（A2A3 フォーム等）の取り扱いなど本邦研修実施方法について、

整理、調整が必要となる。 

国内教育

国内研修、教育

• 研修

アルゼンチン

ボリビア

パラグアイ

ウルグアイ

日
本

C/P研修

域内研修
 

 

（3）現地業務費 

 現地業務費は、アルゼンチン、ボリビア、パラグアイの各 JICA 事務所が管理する。 

 ただし、JICA 事務所が設置されていないウルグアイを含む対象 4 ヵ国で、少額で実施す

る活動（現地調査、現地セミナー開催など）については、専門家が臨時会計役として、業

務費を持参し、支出する場合もある。 

 なお機材調達のうち、20 万円未満の資機材は、現地業務費で調達することとする（2004

年 11 月現在のガイドラインに準拠）。 

• 現地業務費
（少額機材含む）

アルゼンチン
プロジェクト事務局

ボリビア現地業務 パラグアイ現地業務

ウルグアイ現地業務

日
本

専門家持参・管理等

（JICA事務所経由・管理）

JICAボリビア

事務所
JICAパラグアイ

事務所

アルゼンチン
現地業務

JICAアルゼンチン

事務所

 

 

（4）機材供与 

 20 万円以上の機材は、技術協力プロジェクト経費（機材）を活用し、現地購入（調達）

を基本として、調達する。ただし、ボリビア、パラグアイ、ウルグアイ向けの機材で現地

調達が難しい場合は、アルゼンチンでの第三国調達を検討する。 

 なお、仮にこれら 3 ヵ国に対して、本邦購送（日本で購入し輸送する）を行う場合、我

が国とこれらの国間の実施協議議事録（R/D）がないため、機材輸入の特権免除が受けられ

ない可能性があるが、関係者と協議を行い、対応を総合的に判断することとする。 

• 機材供与

アルゼンチン

ボリビア

パラグアイ

ウルグアイ

日
本

本邦購送
現地調達

（第三国調達）

（本邦購送、現地調達）

 

 

 



 - 172 -

7. まとめ （団長所感） 

① プロジェクト実施の意義 

 プロジェクトの各国別（アルゼンチンを含む）活動計画が、域内各国及び地域全体のニ

ーズを踏まえた形で整理されたことで、当初から想定していた域内の共通の課題に対する

アルゼンチンの人材を活用した協力の妥当性、効率性が改めて証明されたといえる。 

 広域協力については、2国間協力と異なり、スキーム上も、プロジェクト実施の上で大き

な制約や困難が予想されるが、本プロジェクトにおいて、これまでの 2 国間協力による蓄

積と地域の特性を生かした広域協力により、大きな成果が期待できれば、今後の広域協力

の試金石となりうる。 

 

② 関係各国間の意識の向上 

 本プロジェクトは、周辺 3 ヵ国のプロジェクトの枠組み、活動に対する理解と連携・調

整機能が重要なポイントになる。そのため、プロジェクト実施時には関係国から、その国

の代表となる「各国ナショナル・コーディネーター」を選任することとしている。 

 これを受け、2003 年の第一次事前評価調査時には、各国に前倒しで実質的な「コーディ

ネーター」を選任するように依頼を行い、関係国の獣医学部長クラスが任命された。彼ら

が実質的な各国の代表として、継続して機能していることで、2003 年 12 月のワークショッ

プから、2004 年 8 月のワークショップを経て、今回の調査までの一連の協議において、連

続性が保たれることとなった。 

 この様な協力体制を今後とも良い形で継続していくことが、本プロジェクト域内におけ

る成果の発現に大きく貢献するものと思われる。 

 

③ ラ･プラタ大学獣医学部の一層のリーダーシップの発揮 

 2003年12月以降、一連のワークショップ（ブレインストーミングから活動計画策定まで、

様々なレベルが含まれる）を行い、ラ･プラタ大学のプロジェクト関係者は、これを主体的

に運営してきた。域内各国の実情を把握し、調整を行うことは、これまでの技術協力を通

じて人材が育成されてきたとは言え、容易でない作業となる。事実、2003 年 12 月のワーク

ショップでは、十分なオーナーシップが発揮されているとは言い難い場面も見られた。 

 しかしながら、これまでの一年間の作業を通じ、また獣医学部内に各国のプロジェクト

を調整する担当者を配置するなど、より戦略的な体制をとることで、広域プロジェクトの

実施主体として、域内各国の実情を十分把握してきているとの印象を持った。 

 今後、プロジェクトの活動を具体的に策定していく中で、域内各国の実情の理解度が検

証される形になるが、域内のリーダーとして、ラ･プラタ大学獣医学部が、より一層のリー

ダーシップを着実に発揮していくことが望まれる。 

以 上 
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１．事前評価調査（第二次）日程 

 
 全体日程：2004 年 9 月 27 日～10 月 16 日（20 日間） 団員：４名 

日目 
月日 

（曜日） 
日程（「団長・総括」、「家畜疾病防除」、 

「協力計画」団員） 
日程 

「評価分析」団員 
行程・宿泊地

1 9/27（月）  

・成田発 18:00→（AA060 便）
→ダラス着 15:30 
・ダラス発 19:35→（AA997
便）→ 

 
（機中泊） 

2 9/28（火）  
・→ﾌﾞｴﾉｽｱｲﾚｽ着 08：09 
・JICA 事務所打合わせ 

3-5 
9/29（水）
-10/1（金） 

 

・現地調査 
・事前ワークショップにより
作成された PDM 案の分析 
・PDM 検討会議（全体、各国
別） 
・PDM 案の見直し、改定案作
成 

ﾌﾞｴﾉｽｱｲﾚｽ／
ラ・プラタ 

6-7 
10/2（土）
-10/3（日） 

・成田発（10/3 日曜日 19:10）→（JL048 便）→
ﾆｭｰﾖｰｸ着 18:40 

・収集資料の整理 ﾆｭｰﾖｰｸ 

8 10/4（月） 

AM: ・ﾆｭｰﾖｰｸ発 09:00 頃（AA955 便のトラブルにより約 12 時間遅れ） 
PM: ・ﾌﾞｴﾉｽｱｲﾚｽ着 21：30 頃（AA955 便） 
   ・団内打ち合わせ 
   ・JICA 事務所長、担当職員との打合せ（於：宿泊ホテル） 

（在アルゼンチン日本大使館への説明は JICA 事務所長が対応） 

ﾌﾞｴﾉｽｱｲﾚｽ 

9 10/5（火） 

AM: ・ラ・プラタへ移動 
  ・10:30 ラ・プラタ大学表敬、調査説明 
PM: ・関係者全体ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ＜調査方針、協議方法、ミニッツの説明等＞ 

・パラグアイ,ウルグアイ,ボリビア各国のｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ、関係者と各国別協議 
＜各国 PDM 活動内容、指標等の協議＞ 

10 10/6（水） 

・パラグアイ,ウルグアイ,ボリビア各国のｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ、関係者と各国別協議 
＜各国 PDM 活動内容、指標、投入内容、隣国との調整体制の確認、対象疾病の優
先順位の再確認＞ 
・関係者会議 
＜プロジェクト PDM 案、各国 PDM 案の説明＞ 

11-12 
10/7（木）
-10/8（金） 

・アルゼンチン関係者との協議 
＜アルゼンチン版 PDM の内容検討、各国との調整方法等の確認、資機材の検討、
担当家畜疾病の協議等＞ 
・ミニッツ（第一次案）作成 

ラ・プラタ 

13 10/9（土） 
・ﾌﾞｴﾉｽｱｲﾚｽに移動 
・各種資料作成、資料整理 

14 10/10（日） ・資料整理 
15 10/11（月） ・団内作業：各国 PDM、全体 PDM 案の最終版作成、ミニッツ案作成 

16 10/12（火） 
午前：ミニッツ（第二次案）作成 
午後：関係者協議、コメント取りまとめ 
   アルゼンチン文部省表敬、協議内容説明 

ﾌﾞｴﾉｽｱｲﾚｽ 

17 10/13（水） 

午前：・ミニッツ案最終協議 
   ・ミニッツ署名 
   ・JICA アルゼンチン事務所報告 
午後：・在アルゼンチン日本大使館報告 
   ・ﾌﾞｴﾉｽｱｲﾚｽ発 19:05→（AR1212 便）→ﾓﾝﾃﾋﾞﾃﾞｵ着 19:50 
   ・在ウルグアイ日本大使館報告（協議結果、今後の予定の説明） 
 
「評価分析」団員 ﾌﾞｴﾉｽｱｲﾚｽ発 21：15→（UA846 便）→ 

ﾓﾝﾃﾋﾞﾃﾞｵ 

18 10/14（木） 

午前：・ウルグアイ共和国大学表敬、協議、大学
施設見学 

午後：・農牧省獣医研究所協議、施設見学 
   ・ﾓﾝﾃﾋﾞﾃﾞｵ発 17:50→（AA900 便） 
    →18:37 ﾌﾞｴﾉｽｱｲﾚｽ着 
   ・ﾌﾞｴﾉｽｱｲﾚｽ発 20:20→（AA956 便）→ 

→ﾜｼﾝﾄﾝ DC 着 06:55 
ﾜｼﾝﾄﾝ DC 発 12:20→（NH001
便）→ 
 

（機中泊） 

19 10/15（金） 
 →ﾆｭｰﾖｰｸ着 06:05 
・ﾆｭｰﾖｰｸ発 13:30→（JL005 便）→ 

午後：成田着 15:20 （機中泊） 

20 10/16（土） 午後：→成田着 16：20   
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２．主要面談者リスト（敬称略） 

A. アルゼンチン 

１．教育科学技術省（Ministry of Education, Science and Technology） 

 Juan Carlos Pugliese   長官 

 Lic. Gabriela SIUFI   国際協力担当 

２．ラ･プラタ大学 

 Gustavo A. AZPIAZU   大学長 

 Edgardo Omar NOSETTO   獣医学部長 

 Eduardo PONS    渉外担当事務局長 

 Miguel PETRUCCELLI   教授 

 Marcelo PECOPARO   教授 

 Rogelio BRUNIARD   渉外担当事務局コンサルタント 

３．在アルゼンチン日本大使館 

 大部一秋     公使 

 城崎和義     書記官 

４．JICA アルゼンチン事務所 

 高井正夫     所長 

 山本フアンカルロス   技術協力総括班長 

 隈部ビクトル    担当所員 

 布施和博    企画調査員 

 

B. ウルグアイ 

１. 共和国大学 

 Fernando Riet   獣医学部長代理 

 Maria Helena Guarino  獣医学部教授（ウルグアイ国カウターパート） 

 Eugenio PERDOMO  獣医学部教授 

    （プロジェクト・ナショナル・コーディネーター） 

２. 農牧水産省獣医研究所（DILAVE） 

 Victor Lyford Pike  所長 

３. 在ウルグアイ日本大使館 

 林 政益   書記官 

４. JICA シニアボランティア 

 酒井博史   シニアボランティア（家畜衛生） 

 

C. ワークショップ参加者 

1. パラグアイ 

 Kenji Yamamoto  JICA パラグアイ事務所担当職員 

 Luis ACUNA  アスンシオン大学獣医学部 副学部長 

   （プロジェクト・ナショナル・コーディネーター） 

2. ボリビア 

 Isabel Aquilera Luintana ガブリエル・レ・モレノ大学獣医学部 副学部長 

   （プロジェクト・ナショナル・コーディネーター） 

3. ウルグアイ 

 （上記ウルグアイ面会者と重複するため記載せず） 
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1. 事前評価調査団の派遣 

 1-1 調査団派遣の経緯と目的 

  1-1-1 調査団派遣の経緯 

（南米における畜産業と疾病の概況） 

 南米諸国において、畜産業は基幹産業として重要な位置を占めている。特に、メルコスール（南

米南部共同市場）による経済統合が進む中、域内の家畜生体や畜産物の流通が一層盛んになり、

各国の経済に与える影響は大きくなっている。 

このように、経済統合による域内の経済活動が活発になる一方で、口蹄疫などの重要家畜疾病

の発生により、畜産物の流通が制限されるなどの事態が生じており、各国は大きな経済的損失を

生じている。 

 しかしながら、家畜疾病の診断、伝染病予防等の国ごとのレベルの差は大きく、また、各国が

自国の国境監視に終始してきたことから、国境を越えた家畜疾病防除のための技術と制度の確立

といった共同対策が急務となっている。 

 

（基礎調査とアルゼンチンにおける協力の成果） 

このような状況を踏まえ、JICAでは、昨年、南米のアルゼンチン、ボリビア、パラグアイ及び

ウルグアイを対象に家畜衛生状況や家畜疾病防除に対するニーズを把握するとともに、各国間の

連携の可能性を調査し、家畜疾病防除に係る広域技術協力実施の検討に必要な基礎的情報の収集

を行った。 

その結果、関係各国では、家畜疾病に係る取り組みが優先課題となっており、広域的な取り組

みに積極的であること、また、その協力の実施を念頭に置いた場合、わが国が、1989年以来協力

してきたアルゼンチンのラ・プラタ大学獣医学部は、広域協力の拠点として、十分な技術力と経

験及び意思を有していることが明らかになった。 

この点は、本年2月に実施されたアフターケア協力の終了時評価調査でも、先に述べたラ･プラ

タ大学の実施能力と意向が改めて確認されている。 

 

（協力の対象） 

これまでの調査で、今後の協力の方向性は、家畜の重要疾病に対する、各国の共同防除をスー

パーゴールとすることが妥当と考える。 

しかしながら、各国の技術レベルやおかれている状況を考慮したところ、現段階で、まず、診

断技術の向上を主とした獣医診断技術分野の取り組みを相互に活性化させ、各国獣医学部間の連

携を深めていくことが重要であるとの印象を得た。 

更に、協力の対象としては、メルコスールの経済圏を基本とした上で、地勢的に類似性が高く、

これまでの実績もあるアルゼンチン、ボリビア、パラグアイ、ウルグァイの４ヵ国が、広域協力

を開始する対象として妥当であるとの結論に至った。 

 

（広域協力の要請） 

その後、ラ･プラタ大学獣医学部は、周辺国のニーズを独自に調査の上、広域協力「南米地域に
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おける家畜疾病防除計画」を正式に要請してきた。 

要請の内容は、防除技術と体制の確立を上位目標としつつ、具体的な活動としては大学を主体

とした関係機関の人材育成となっており、先の調査団の見解とほぼ軌を一にしている。 

 

1-1-2 調査団派遣の目的 

今般、この要請を受け、関係者との協議及び現地調査を通じて、プロジェクトの妥当性を確認

し、事前評価を実施することを目的として、事前評価調査団を派遣した。 

 

 1-2 調査団の構成 

担 当 氏 名 所   属 

総括 星野 和久 JICA 農業開発協力部畜産園芸課 課長代理 

広域疾病防除 多田 融右 JICA 国際協力専門員 

獣医学教育 小野 憲一郎 東京大学大学院農学生命科学研究科獣医臨床病理学講

座 教授 

協力計画 高田 宏仁 JICA 農業開発協力部畜産園芸課 

計画分析 長町 昭 財団法人国際開発高等教育機構 

 

 1-3 調査日程 

 南米地域における家畜疾病防除計画 事前評価調査   

    
 

星野団長、小野、多田、高田 宿泊地 長町団員 

 月日  時間 日程   日程 

1 12 月 8 日 月 
12:00 

10:20 

（発）成田→ 

（着）ニューヨーク→ 

機中泊 同左 

2 12 月 9 日 火 

11:04 

14:00 

16:00 

17:00 

18:00 

（着）ブエノスアイレス 

JICA 事務所打合せ 

日本大使館表敬 

外務省表敬 

調査方針打ち合わせ 

ブエノスア

イレス 

同左 

3 12 月 10 日 水 

9:00 ラ･プラタ大学、獣医学部表敬、協議 

現地調査（疾病調査現場、診断ラボ）

２国間ワークショップ 

ブエノスア

イレス 

同左 

4 
12 月 11 日 木 

9:00 2 国間ワークショップ ブエノスア

イレス 

同左 

5 

12 月 12 日 金 

10:00 

13:00 

15:00 

16:30 

農産品品質衛生管理局（SENASA）表敬

国立農牧技術院（INTA）表敬 

外務省と PPJA にかかる打合せ 

農畜産振興事業団（ALIC）表敬 

ブエノスア

イレス 

２国間ワーク

ショップ結果

整理 

6 
12 月 13 日 土 

 団内打合せ ブエノスア

イレス 

団内打合せ 

7 
12 月 14 日 日 

12:30 

13:15 

（発）ブエノスアイレス（AR1204）→

（着）モンテビデオ 

モンテビデ

オ 

資料整理 

8 12 月 15 日 月 

09:30 

10:30 

14:00 

在ウルグアイ日本大使館表敬 

外務省表敬 

共和国大学獣医学部表敬、協議 

大学施設等調査 

モンテビデ

オ 

４カ国合同ワ

ークショップ

の準備 
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9 12 月 16 日 火 

09:00 

10:30 

15:00 

15:45 

農牧水産省協議 

家畜衛生研究部（DILAVE）表敬、協議

（発）モンテビデオ（AR1205）→ 

（着）ブエノスアイレス→ラ･プラタ 

ラ・プラタ ４カ国合同ワ

ークショップ

の準備 

10 12 月 17 日 水 

08:00 

14:00 

17:00 

ワークショップ準備 

４カ国合同ワークショップ 

ミニッツ作成 

ラ・プラタ 同左 

11 12 月 18 日 木 
09:00 

16:00 

４カ国合同ワークショップ 

ミニッツ協議 

ブエノスア

イレス 

同左 

12 12 月 19 日 金 

10:00 

14:00 

15:00 

16:00 

ミニッツ署名 

JICA 事務所報告 

日本大使館報告 

外務省報告 

ブエノスア

イレス 

同左 

        小野、多田、高田     

13 12 月 20 日 土 
 ・ 

21:20 

資料整理 

（発）ブエノスアイレス（AA956）→ 
機中泊 同左 

14 12 月 21 日 日 
8:30 （着）ニューヨーク（JL005、13:30 発）

→ 
機中泊 同左 

15 12 月 22 日 月 
16:20 →（着）成田 

 
  同左 

       

 月日  時間 日程（星野団長のみ） 宿泊地  

13 12 月 20 日 土 

08:40 

10:30 

（発）ブエノスアイレス（AR296）→ 

（着）アスンシオン 

（移動）→イグアス 

CETAPAR 視察 

イグアス  

14 12 月 21 日 日 

 畜産農家視察 

（移動）→アスンシオン 

酪農プロジェクト打合せ 

アスンシオ

ン 
 

15 12 月 22 日 月 

 

 

 

18:25 

21:19 

農牧省打合せ 

関連機関訪問（LIDIAV、SENACSA) 

JICA 事務所打合せ 

（発）アスンシオン（AA906）→ 

（着）サンパウロ 

機中泊  

16 12 月 23 日 火 
0:35 （発）サンパウロ（JL047）→ 

 
機中泊  

17 12 月 24 日 水 
13:10 →（着）成田 

 
   

 

 

 1-4 主要面談者 

アルゼンチン 

（アルゼンチン側関係者） 

Ana CAFIERO  外務省国際協力局 局長 

Martin RIVOLTA  外務省国際協力局二国間協力部 部長 

Daniel FILMUS  文部科学省 大臣 

Arberto DIBBERN     国立ラ・プラタ大学 学長 
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Eduardo PONS  国立ラ・プラタ大学獣医学部 学部長 

Edgardo NOSETTO     国立ラ・プラタ大学獣医学部 副学部長 

Martin NAUMAN  国立農牧技術院（INTA）国際事業部 

Ana CIPOLLA  国立農牧技術院 国際事業部 

Jorge Nestor AMAYA 国立農産品品質衛生管理局（SENASA） 局長 

 

（日本側関係者） 

永井 愼也  在アルゼンチン日本大使館 特命全権大使 

大部 一秋  在アルゼンチン日本大使館 公使 

城崎 和義  在アルゼンチン日本大使館 二等書記官 

高井 正夫  JICA アルゼンチン事務所 所長 

隈部 ビクトル  JICA アルゼンチン事務所 

布施 和博  JICA アルゼンチン事務所 企画調査員（南南協力） 

 

ボリビア（アルゼンチンでのワークショップ参加者） 

（ボリビア側関係者） 

Isabel AGUILERA     レネ・モレノ自治大学獣医学部 副部長 

Gustavo MORALES     獣医学研究所 所長 

 

（日本側関係者） 

登野城 優  JICA ボリビア事務所 

 

パラグアイ（アルゼンチンでのワークショップ参加者） 

（パラグアイ側関係者） 

Pablo BRITEZ  大統領府企画庁 調整官 

Gerardo BOGADO  農牧省 牧畜担当次官 

Luis ACUÑA  アスンシオン大学獣医学部 副学部長 

Hugo CORRALES  畜産衛生センター 所長 

 

（日本側関係者） 

山本 謙治  JICA パラグアイ事務所 

 

ウルグアイ 

（ウルグアイ側関係者） 

Diego de SAN MARTIN 外務省国際協力局 局長 

Alberto CIRIO  共和国大学獣医学部 学部長 

Recaredo UGARTE     農牧省畜産局 局長 

Hector LAZANEO  農牧省畜産局家畜課 課長 
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Victor LYFORD-PIKE 農牧省畜産研究所 所長 

 

（日本側関係者） 

中村 義博  在ウルグアイ日本大使館 特命全権大使 

林 政益      在ウルグアイ日本大使館 一等書記官 

 

 

2. 調査の要約  

 2-1 調査結果の概要 

 本件プロジェクトでは、域内における獣医診断技術の向上を大きな目標としているが、対象と

なる診断技術の内容や対象となる疾病については、対象国によって、技術水準や環境が異なるた

め、それぞれのニーズが異なることが考えられることから、今回の調査では、各国の状況とニー

ズを的確に把握することに重点を置いた。具体的な調査の進め方としては、先ず、日本側とアル

ゼンチン側との２国間ワークショップにより、ラ・プラタ大学獣医学部におけるこれまでの協力

の成果を踏まえて、今後の広域協力の可能性を検討した上で、４ヵ国合同ワークショップにより、

地域における獣医診断分野の共通の課題とその解決のための取り組みを検討した。 

 この４カ国合同ワークショップを実施するにあたって、ラ・プラタ大学獣医学部のスタッフと

JICA アルゼンチン事務所のスタッフが、周辺国を訪問するなどして、事前に情報交換を行ってい

たことから、ワークショップの運営は円滑に進められた。 

 この２つのワークショップを含む関係機関との協議の結果、「域内の獣医診断が的確に行われ

る」ことを将来の目標（上位目標）としつつ、「域内の獣医診断能力を向上させる」ことを今後５

年間の目標（プロジェクト目標）として、広域的な技術協力を実施することが妥当とされた。こ

の結果を踏まえ、アルゼンチン側の関係機関とプロジェクトの大まかな枠組みについてミニッツ

の署名を行った。 

  

 2-2 ミニッツの内容 

 ミニッツでは、以下の点について、アルゼンチン側との合意事項や協議の経過を記載した。 

 

  2-2-1 プロジェクトの枠組み 

プロジェクトの枠組みは、ミニッツの付属文書 ANNEX I 及び II（和文は、付属資料 2．「PDM

暫定版・和訳」を参照）に基づき実施することとし、今後 R/D が締結されるまでに確定する

ものとした。なお、これは、域内全体の PDM となっており、各国ごとの活動については、今

後、引き続き検討する必要がある。 

 現在、アルゼンチンと日本では、パートナーシッププログラム（Partnership Programme for 

Joint Cooperation between Japan and Argentina, 以下 PPJA）を締結し、第三国への協力

を行っていることから、今回のプロジェクトにおいても、この枠組みを活用することとした。 

 その際、アルゼンチンは、核となる国として、周辺国（ボリビア、パラグアイ、ウルグア

イ）への技術移転に主導的な役割を演じるとともに、周辺国の効果的な人材育成に貢献する
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ものとした。 

 なお、本プロジェクトにおける PPJA との枠組みは R/D の署名までに継続検討することと

した。 

 

  2-2-2 ワークショップの結果 

 先に述べたワークショップは、４ヵ国の政府機関、獣医学部を擁する大学及び日本側の関

係者、約２５名が参加して行われた。（参加者リストは、付属資料 1．の ANNEX VI 参照） 

 ワークショップでは、参加型により「関係者分析」「問題分析」「目的分析」「プロジェク

ト選択」「PDM 策定」が行われ、最終的に「暫定 PDM」（付属資料 1．の ANNEX II 参照）が作

成された。 

 ワークショップは、すべての議論を詳細に行うには、時間的に不十分ではあったが、参加

型で活発な議論や創造的な意見交換が行われるとともに、PCM 計画手法により参加者の合意

形成が効果的に行われた。 

 プロジェクトの枠組みや内容にかかる共通認識が不可欠であることからすれば、今回のワ

ークショップは、地域間の協力によるプロジェクトの将来的な成功に大きく貢献したといえ

る。（ワークショップの詳細は、付属資料２．「ワークショップ結果報告書」を参照） 

 

  2-2-3 プロジェクトの妥当性 

 本件プロジェクトは、以下の理由により妥当性が高いと考えられる。 

 先ず、プロジェクトの目標は、４ヵ国における獣医診断技術の改善であり、長期的には、

地域間の協力により域内の家畜の共通疾病を減少させるというものであるが、このことは、

この地域の最重要産業のひとつである畜産業の将来的な発展に貢献することが明らかであ

る。さらに、家畜疾病のコントロールは、MERCOSUR（南米南部共同市場：メルコスール）諸

国の共通の課題であり、経済的にも重要な取り組みとなっていることから、受益国のニーズ

に合致していると判断される。 

 次に、このプロジェクトでは、南南協力と広域協力（域内協力）という新たな協力の枠組

みの適用を想定している。ラ・プラタ大学獣医学部は、1989 年から日本の協力の受益者であ

り、移転された技術により、供与された機材を効果的に維持管理する実施能力を有しており、

その実施能力は、域内のプロジェクト運営の調整役を担うのに十分なものといえる。また、

獣医学部では、周辺国の人材への研修と同様、周辺国への専門家の派遣の経験も有している。 

 一方、広域協力のスキームに関して言えば、このプロジェクトで対象としている家畜疾病

は、国境を越えて広がる可能性があることから、域内の協力で対処すべき最適の課題である

といえる。 

また、ターゲットグループを域内の獣医を対象としているが、これは、域内において家畜

疾病を減少させるための診断技術向上アプローチにおいて、適切に選択された受益者といえ

る。獣医は、政府組織や研究施設や大学などの様々な役職についており、今回のプロジェク

トの成果は、これら多様な機関に広がることから考えれば、今回のターゲットグループの選

定は、正当な選択と言える。 
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2-2-4 基本計画（暫定マスタープラン）の内容 

ミニッツに記載した暫定マスタープランの内容は、以下のとおりである。 

 

  プロジェクト名：南米地域における家畜疾病防除計画 

 ※プロジェクト名については、暫定 PDM では、ワークショップで合意された名称を採用

したが、マスタープランにおいては、便宜上、当初のプロジェクト名称を記載した。 

  プロジェクトの目的 

 スーパーゴール：  域内の共通の疾病が減少する。 

 上位目標 ：        域内で行われる疾病診断が適切になる。 

 プロジェクト目標：域内獣医の診断能力が向上する。 

  プロジェクトの成果 

 成果：１．当該国の大学の獣医学部の教官の能力が向上する。 

    ２．研究所の獣医が訓練される。 

    ３．現場の獣医が訓練される。 

４．各国のラボのプロセスが OIE、MERCOSUR 等のマニュアルに沿って適切なもの

になる。 

    ５．現場の獣医の活動のための手続きマニュアルが作られる。 

    ６．域内での調整システムが確立される。 

  ターゲットグループ：域内の獣医 

  対象地域：南米南部地域（アルゼンチン、ボリビア、パラグアイ、ウルグアイ） 

  協力期間：５年間 

 

2-2-5 調査団からの提言事項 

調査団からは、ワークショップやラ・プラタ大学との協議を踏まえ、以下の点を提言した。 

（１）本プロジェクトは、技術的課題を改善するものであり、アルゼンチンと関係国は、

政治的、経済的影響を受けないようにすべきこと。 

（２）各国からの参加者は、ワークショップで得られたプロジェクト全体の枠組み（ANNEX 

VI）に賛同している。詳細な活動や指標については、ラ・プラタ大学のイニシアチ

ブのもとに策定していくべきであること。 

（３）プロジェクトの効果的な実施のために、ベースライン調査を実施すべきであること。 

（４）JICA アルゼンチン事務所は、プロジェクトの実施のために、関係機関とよく協議す

ること。 

（５）JICA アルゼンチン事務所は、プロジェクトの準備と実施の各段階で ODA タスクフォ

ースに協議すること。 
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3. 家畜疾病分野における取り組みと広域協力 

3-1 家畜疾病防除における広域協力の意義 

家畜疾病対策分野での広域的な協力の意義については、感染症には国境が無く、国際的な協力

が重要であるとの説明がされてきている。具体的な広域協力の内容とその意義については以下の

点が挙げられる。 

第一に、各国が連携して国際伝染病対策のための検疫活動や疾病情報の交換を行うには、国際

的な枠組みに基づく行政的な対応がまず求められる。 

第二に、各国が有する技術資源や人的資源を広域的に活用することにより、より効率的な疾病

対策や資源の不足する国の技術力の向上促進が期待される。 

第三に、単に疾病発生情報という形でなく、使用される診断技術やラボ能力などの技術情報が

共有されることにより、疾病情報の相互信頼性向上が期待される。 

広域協力によりこれらが形成されることにより、効率的かつ効果的な疾病防除対策が期待される。 

アジアで実施中の広域協力は、これらの三つを包含しているが、大学を中心とした広域協力の

場合、第二、第三の観点が主体となると考えられる。また、大学間広域協力の直接成果は、期待

される最終効果に対しては間接的な意義を有するものともみなすことができる。 

 

 3-2 広域疾病防除の観点からみた、協力課題の選定 

 広域技術協力の具体的な課題については、原則的には次のような条件が満たされねばならない

と考えられる。 

第一に、参加国（参加機関）の相互において関心があり、有益であること。 

第二に、各国それぞれのニーズに対応していること。 

第三に、協力のための資源が得られること。 

である。 

すべての国が共通して取り組むべき特定の課題が選定できればよいが、第一と第二においては、

技術レベルや組織体制の違いにより、国ごとにその具体的な内容が異なってくる可能性が高い。

国ごとの重点課題や優先順位を定めて、参加各国がそれに対して持てる資源を提供しつつ協力す

るという形が考えられる。 

それでは、予定している参加各国の重要家畜疾病の発生状況と対策はどのようになっているの

だろうか。各国の行政責任機関の OIE への報告の状況を表１に取りまとめた。 

アルゼンチンとパラグアイでは、報告している疾病の種類が極めて限られている。これはそれ

ぞれ SENASA、SENACSA という行政責任機関が法的に所管している疾病についてのみの報告となっ

ているからである。それ以外の疾病の情報については、すくなくともアルゼンチンについては取

りまとめられたものは無い。 

表には直接あらわされていないが、2000－2001年に他の国で FMDが盛んに発生していた時期に、

パラグアイからは FMD の発生報告が無い。他の諸国は、おそらくはパラグアイ当局の報告に対し

て疑念を持っていたものと憶測される。2002 年に、パラグアイで FMD の疑いが生じた段階で、ア

ルゼンチンをはじめとする周辺国がパラグアイに対して厳しい対応を示した理由の一つとも考え

られる 
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表１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Equine Infectious Anaemia

Swine MycoplasmosisMasititis

Newcastle Disease
Mycoplasma bovis
Infection

Parasitic Diseases

TrypanosomiasisNeosporosisBSE

Classical Swine Fever
Equine Infectious 
Anaemia

IBRMastitis

BSERabiesBabesiosisSalmonellosis

Sarcosistosis in 
Camellidae

Classical Swine FeverAnaplasmosisRotavirus Infection

Bovine BrucellosisNewcastle DiseaseBovine TuberculosisTuberculosis

Bovine TuberculosisBovine TuberculosisBovine BrucellosisTrichomoniasis

Avian SalmonellosisBovine BrucellosisBSEVibriosis

Foot and Mouth DiseaseFoot and Mouth DiseaseFoot and Mouth Disease
Foot and Mouth 
Disease

SENASAG,LIDIVETSENACSADSA, DILAVE,INIASENASA, INTA

ボリビアパラグアイウルグアイアルゼンチン

各国の行政関係機関が具体的な対策を掲げる重要家畜感染症

 

表 2 

Avian Salmonellosis212511434756866040617628頭数

Brucellosis＝＝＝＝＝件数ボリビア

FMD212213019疾病数

Rabies370649473835274116260頭数

Equine Infectious Anaemia＝＝＝＝＝件数パラグアイ

Brucellosis54466疾病数

Liverfluke878418761021151048231353310712頭数

Echinococcosis2062873272418182件数ウルグアイ

FMD1519221713疾病数

20885982643921447頭数

Trchinelosis124155048168件数アルゼンチン

FMD12138疾病数

報告の多い疾病20022001200019991998

各国の家畜感染症発生報告数 OIE Annual Report

2000－2001 パラグアイのみでFMD発生報告が無い

アルゼンチン、パラグアイ 報告対象疾病が限られている
ボリビア 鶏病の報告が多い
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Equine Influenza

Equine Encephalitis

Equine Infectious Anaemia

Classical Swine Fever

GanboroEquine G.I. Parasites

Avian InfluenzaEquine Influenza

Equine TrypanosomiasisAvian SalmonelosisEquine Encephalitis

Equine Infectious AnaemiaNewcastleEquine Adenitis

Avian LaryngotracheitisInfectious BroncheitisEquine Rinopneumonitis

Avian HepatitisCysticercosisEquine Arteritis

GanboroHydatidiosisEquine Infectious Anaemia

Avian SalmonellosisLeptospilosisAvian Mycoplasmosis

Newcastle DiseaseEquine Infectious AnaemiaBovine AbortionAvian Salmonellosis

AujeskyClassical Swine FeverScrapieAujesky

Classical Swine FeverNewcastle DiseaseRabiesSwine Fever

Ovine and Camel ParasitosisClostridial InfectionOvine EctoparasitesG.I. Parasitosis

TrypanosomiasisRabiesHaemo-Protozoan ParasiteNeonatal Diarrhoea

IBRParasitosisBSEParatuberculosis

RabiesTuberculosisTuberculosisTuberculosis

BrucellosisBrucellosisBrucellosisBrucellosis

Foot and Mouth DiseaseFoot and Mouth DiseaseFoot and Mouth DiseaseFoot and Mouth Disease

ボリビアパラグアイウルグアイアルゼンチン

ワークショップで各国の参加者が重要としてあげた家畜感染症

 

 

また、各国の行政機関が重要感染症として、キャンペーンやモニタリングなど具体的な対策を

掲げているものは表２のようになっている。各国が共通して上げているものには、FMD、結核、つ

いでブルセラ病、BSE などがあり、FMD を除いては、人畜共通感染症として公衆衛生上重要なもの

になっている。 

 

さらに、今回の調査で実施したワークショップ参加者が挙げた、各国の重要疾病を表３に掲げ

た。共通して挙げられた疾病には、FMD、ブルセラ病、豚コレラ、馬伝染性貧血、次いで結核、狂

犬病、鶏サルモネラ、ニューカッスル病がある。 

各国が共通して関心を示す、重要疾病を課題として取り上げるとすれば、個々で挙げられたよ

うな疾病がとりあえずの候補として考えられることになる。 

 

以上の各国が重要疾病として挙げている疾病はその病気の性質によっておおむね次のように整

理することができる。病気によっては１．２の両者にまたがっているものもある。 

重要疾病の取り上げ方については、この地域が畜産物輸出国であるということもあるが、世界の

どこでもほぼ同じような傾向だと思われる。 

 ただし、今回のワークショップには生産者や臨床開業獣医師などが含まれていなかったことが、

表 3 
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第三のカテゴリーについて順位を低くしたものと思われる。今回の調査ではその機会は無かった

が、経験上、牧畜民などに直接聞くと第三のカテゴリーの病気が挙げられることも多い。 

 

 

 

広域的に共通して関心の対象となりやすい家畜疾病 

 

１．畜産物貿易の障害となる疾病 ― 特に行政的関心が強い 

 ＯＩＥリストＡ（Ｂ）疾病 

２．公衆衛生上の重要疾病 ― 行政及び一般世論の関心が強い 

 人畜共通感染症、動物由来人感染症 

３．目に見えて生産性を阻害する疾病 ― 畜産農家の関心が強い 

 流産などの繁殖障害 

 急性死亡を起す疾病 

 畜産物商品価値の低下・喪失を生ずる疾病 

 

（印象としてのワークショップ参加者による優先順位：１＞２＞３） 

 

 

 

アルゼンチンやパラグアイでは法律で指定された重要伝染病はSENASAやSENACSAの行政責任機

関が一元的に対応する体制がとられ、他の病気に対して行政はほとんど関心を示していない。し

かし、これらの重要疾病の発生を早期に摘発するためには、日常の診断対象疾病の範囲が広くな

ければ、疑い例が簡単に見逃される可能性も高くなると思われる。現場に直結した日常診断技術

体制の充実は、直接生産現場の動物の健康のためと共に、迅速な対応が要求される特定重要伝染

病対策にも結びつくものであろう。 

上に掲げたような疾病を共通課題として取り上げる場合においても、診断技術としては幅広い

疾病診断に応用可能な技術の構築改善というアプローチを取ることが、妥当と考えられる。 

技術協力を行うときに、その地域に技術資源となる人材や直接的な技術の受け皿となる人材や

組織が存在するかを考慮する必要がある。本件の場合、大学を中心とした協力として、教育・試

験・研究機関の獣医師がまず対象になるだろう。国の規模に応じて大きな差があるのは当然とし

て、技術協力の受け皿となる人員数においては、各国とも必要な人数が存在しているといえる。 

 

 

4. 広域協力の実施方針 

  現時点では、本プロジェクトで適用する広域協力については、以下のような考え方で実施す

ることを検討している。今後、日本国内の関係省庁、対象地域の関係機関との協議を踏まえて、

細部を詰めていく必要がある。 
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 4-1 PPJA との関連 

 アルゼンチンとの間では PPJA（日本アルゼンチンパートナーシッププログラム）が締結されて

いることから、この枠組みを活用することを基本とする。 

 この PPJA の枠組みを活用することの利点と留意点は、以下のとおりである。 

（利点） 

・アルゼンチン側のオーナーシップの醸成に大きな効果がある。 

・アルゼンチン側のスキーム、資金の有効活用が可能となる 

（留意点） 

・周辺各国との調整に時間がかかると考えられる。なお、この点については、現場の関係者の主

導による調整を行うことが望ましい。 

・JICA のスキーム（技プロ）との十分な調整が必要となる。 

 

 4-2 現行プロジェクトとの整理 

 関係国における家畜疾病分野については、以下のような既存案件があり、整理が必要であるが、

現状で考えられる対応方針は、以下のとおり。 

（１）パラグアイ「家畜衛生」（PPJA 案件） 

 この案件は、対象が行政となっており、本件とは相互補完的な実施とすることが望ましいこと

から、並行的に実施する。 

（２）アルゼンチン第 3国集団研修「家畜診断」 

 この案件は、2005 年度までの予定で、ラ・プラタ大学で実施しているものであるが、ラ・プラ

タ大学の実施能力に特段の支障がないと考えられるため、並行的に実施する。 

  

 4-3 広域協力のスキーム 

 広域協力のスキームについては、JICA のスキームとして確立しているわけではなく、案件ごと

のケースバイケースでの実施となっている。本件については、現時点では、以下のように取り扱

うことが望ましいと判断される。 

（１） 基本スキーム 

 現行の技プロ（二国間協力）として立ち上げ、広域協力支援費を活用する。 

（２） 周辺国への協力メニュー 

 他の先行プロジェクトの事例も踏まえ、アルゼンチン以外の国への二国間協力（小規模な機材

の供与等）も実施を検討する。 

（３） R/D の締結 

 実施に当たっては、アルゼンチンとは技プロの R/D を締結し、周辺国とはミニッツを締結する。 
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